
成年年齢引き下げ通知発送ファイル簿

東京都　多摩市

市民経済部　経済観光課

令和４年４月１日をもって、民法の改正により成年の年齢が１８歳に
引き下げられる。成年となることにより消費者被害のリスクが高まる
ことから、新たに成年となる市内在住の対象者へ、注意喚起及び啓発
のための通知を発送する。

氏名、年齢、住所

生年月日が、当該年度４月２日から次々年度４月１日まで
の市内在住者。

市民課より当該事業該当の電子データ名簿ファイルを部内
の意思決定を経たうえでMOディスクにより取得

無

無

（名称） 多摩市　総務部　文書法制課

（所在地） 多摩市関戸六丁目１２番地１

無

無

無

有

開示請求等を受理す
る組織の名称及び所
在地

(公開用様式)

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務
をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

訂正及び利用停止に関する他の法令の規
定による特別の手続等

個人情報
ファイル
の種別

法第６０条第２項第１項
（電算処理ファイル）

政令第２１条第７項に該当す
るファイル

法第６０条第２項第２項
（マニュアル処理ファイル）

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、その
旨

記録情報の経常的提供先


